
 

医療 DX推進体制について 

 

当訪問看護ステーションは、厚生労働省が推進する医療 DXを活用し、質の高い看

護サービスを提供するため、以下の体制を整えております 

• オンライン請求の実施 

o 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求について、電

子情報処理組織を使用したオンライン請求を行っています。 

• オンライン資格確認体制の整備 

o マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認（居宅同意取得型オン

ライン資格確認等システム）を行う体制を有しています。 

• 医療情報の取得および活用 

o 利用者の同意に基づき、オンライン資格確認等システムから取得した

診療情報や薬剤情報等を看護師等が閲覧・活用し、効率的で質の高

い訪問看護を実施しています。 

• 電子カルテ情報共有サービスの活用 

o 今後、電子カルテ情報共有サービスを活用し、他の医療機関等との情

報連携をさらに強化していく体制を整備してまいります。  

個人情報の取り扱いについて 

国が定める「医療・介護関係者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令・ガイドライ

ンを遵守し、個人情報の保護方針に基づいた適切な管理を行います。取得した情報

は、ご利用者様への看護サービスの提供および関係機関との連携以外の目的には

使用いたしません。 

医療 DXを通じた質の高い訪問看護の提供に、ご理解とご協力をお願い申し上げま

す。  
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